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(57)【要約】
【課題】複合蓄電システムを構成する電池のＳＯＣの逸
脱を抑制し、複合蓄電システムの安全性を向上する。
【解決手段】第一の蓄電池と、第二の蓄電池と、を含む
複合蓄電システムであって、第一の蓄電池と第二の蓄電
池とが並列に接続された構成を有し、第一の蓄電池の充
電率１００％における開回路電圧は、第二の蓄電池が到
達しうる電圧の最大値以上であり、第一の蓄電池の充電
率０％における開回路電圧は、第二の蓄電池が到達しう
る電圧の最小値以下である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の蓄電池と、第二の蓄電池と、を含み、
　前記第一の蓄電池と前記第二の蓄電池とが並列に接続された構成を有し、
　前記第一の蓄電池の充電率１００％における開回路電圧は、前記第二の蓄電池が到達し
うる電圧の最大値以上であり、
　前記第一の蓄電池の充電率０％における開回路電圧は、前記第二の蓄電池が到達しうる
電圧の最小値以下である、複合蓄電システム。
【請求項２】
　請求項１記載の複合蓄電システムにおいて、
　前記第二の蓄電池が到達しうる前記電圧の前記最大値は、（前記第二の蓄電池の開回路
電圧）＋（前記第二の蓄電池への最大電流）×（前記第二の蓄電池の内部抵抗）の値であ
り、
　前記第二の蓄電池が到達しうる前記電圧の前記最小値は、（前記第二の蓄電池の開回路
電圧）－（前記第二の蓄電池への最大電流）×（前記第二の蓄電池の内部抵抗）の値であ
る、複合蓄電システム。
【請求項３】
　請求項１記載の複合蓄電システムにおいて、
　前記第二の蓄電池は、出力密度が前記第一の蓄電池よりも小さく、かつ、エネルギー密
度が前記第一の蓄電池よりも大きい、複合蓄電システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の複合蓄電システムにおいて、
　前記第一の蓄電池の前記充電率５０％における前記開回路電圧の傾きは、前記第二の蓄
電池の当該傾きよりも大きい、複合蓄電システム。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の複合蓄電システムにおいて、
　前記第一の蓄電池は、正極活物質としてＬｉＮｉＭｎＣｏＯ２を含み、
　前記第二の蓄電池は、正極活物質としてＬｉＦｅＰｏ４を含む、複合蓄電システム。
【請求項６】
　第一の蓄電池と、第二の蓄電池と、を含み、
　前記第一の蓄電池と前記第二の蓄電池とが並列に接続された構成を有し、
　前記第一の蓄電池への電気的な接続及び切断のための開閉が可能なリレーを有し、
　前記第二の蓄電池に印加される電圧が、前記第一の蓄電池の充電率０％から１００％ま
での開回路電圧の範囲に収まるように、前記リレーの開閉をする機能を有する、複合蓄電
システム。
【請求項７】
　請求項６記載の複合蓄電システムにおいて、
　前記リレーを開とする判定基準は、
　（前記第二の蓄電池の開回路電圧）＋（前記第二の蓄電池への最大電流）×（前記第二
の蓄電池の内部抵抗）の値が前記第一の蓄電池の前記充電率１００％の前記開回路電圧を
上回った場合と、
　（前記第二の蓄電池の開回路電圧）－（前記第二の蓄電池への最大電流）×（前記第二
の蓄電池の内部抵抗）の値が前記第一の蓄電池の前記充電率０％の前記開回路電圧を下回
った場合と、である、複合蓄電システム。
【請求項８】
　請求項６記載の複合蓄電システムにおいて、
　前記リレーの前記開閉は、前記第二の蓄電池の前記充電率の情報に基いて行う、複合蓄
電システム。
【請求項９】
　請求項７記載の複合蓄電システムにおいて、
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　前記リレーを開とする前記判定基準は、前記第二の蓄電池の前記内部抵抗の劣化を計算
に入れたものである、複合蓄電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合蓄電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気自動車等においては、減速時又は制動時における発電により得られる電力を二次電
池に蓄える蓄電池システムが用いられている。
【０００３】
　特許文献１には、鉛蓄電池と、鉛蓄電池の出力電圧と略等しい出力電圧を有し鉛蓄電池
と並列に接続された二次電池アセンブリと、を備え、二次電池アセンブリは、第１種類の
リチウムイオン電池と、該第１種類のリチウムイオン電池と直列に接続され開放電圧ＯＣ
Ｖの変化に対する充電率ＳＯＣの変化が該第１種類のリチウムイオン電池よりも小さい第
２種類のリチウムイオン電池と、を含む、蓄電池システムが開示されている。ここで、第
１種類のリチウムイオン電池の正極にはリン酸鉄リチウムが用いられ、第２種類のリチウ
ムイオン電池の負極にはチタン酸リチウムが用いられることが望ましいことが記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－２１３０２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　異なる特性を有する２種類の電池を並列に接続することにより出力と容量とを最適化す
る複合蓄電システムにおいては、一方の電池の容量が小さい場合、その電池のＳＯＣ（「
Ｓｔａｔｅ　Ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅ」の略称である。「充電率（充電状態）」を意味する。
）が急激に上昇し、若しくは減少する。これにより、充放電中に当該一方の電池のＳＯＣ
が危険範囲にまで逸脱してしまう可能性がある。
【０００６】
　特許文献１に記載の蓄電池システムにおいては、ＳＯＣ－ＯＣＶ曲線の形状が異なる２
種類のリチウムイオン電池を用いているが、電池の安全性の観点から電池のＳＯＣの臨界
値等を考慮したものではないため、改善の余地があると考えられる。
【０００７】
　本発明は、複合蓄電システムを構成する電池のＳＯＣの逸脱を抑制し、複合蓄電システ
ムの安全性を向上することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の複合蓄電システムは、第一の蓄電池と、第二の蓄電池と、を含み、第一の蓄電
池と第二の蓄電池とが並列に接続された構成を有し、第一の蓄電池の充電率１００％にお
ける開回路電圧は、第二の蓄電池が到達しうる電圧の最大値以上であり、第一の蓄電池の
充電率０％における開回路電圧は、第二の蓄電池が到達しうる電圧の最小値以下である。
【０００９】
　本発明の複合蓄電システムは、第一の蓄電池と、第二の蓄電池と、を含み、第一の蓄電
池と第二の蓄電池とが並列に接続された構成を有し、第一の蓄電池への電気的な接続及び
切断のための開閉が可能なリレーを有し、第二の蓄電池に印加される電圧が、第一の蓄電
池の充電率０％から１００％までの開回路電圧の範囲に収まるように、リレーの開閉をす
る機能を有する。
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【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、複合蓄電システムを構成する電池のＳＯＣの逸脱を抑制することがで
き、複合蓄電システムの安全性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１の複合蓄電システムを備えた電気自動車を示す模式構成図である。
【図２】容量型電池及びパワー型電池のＳＯＣ－ＯＣＶ曲線を示すグラフである。
【図３】ＳＯＣ－ＯＣＶ曲線が一致した複合蓄電システムを備えた電気自動車の走行中に
おけるＳＯＣの変化を示すグラフである。
【図４】ＳＯＣ－ＯＣＶ曲線と容量型電池の内部抵抗値を適切に設計した複合蓄電システ
ムを備えた電気自動車の走行中におけるＳＯＣの変化を示すグラフである。
【図５】実施例２の複合電池を示す概略構成図である。
【図６】実施例３の複合蓄電システムを備えた電気自動車を示す模式構成図である。
【図７】図６の容量型電池２０２及びパワー型電池２０１のＳＯＣ－ＯＣＶ曲線を示すグ
ラフである。
【図８】実施例３におけるパワー型電池のＳＯＣの逸脱を抑制する制御方法を示すフロー
チャートである。
【図９】容量型電池及びパワー型電池のＳＯＣ－ＯＣＶ曲線を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面等を用いて、本発明の実施形態について説明する。以下の説明は本発明の内
容の具体例を示すものであり、本発明がこれらの説明に限定されるものではなく、本明細
書に開示される技術的思想の範囲内において当業者による様々な変更および修正が可能で
ある。また、本発明を説明するための全図において、同一の機能を有するものは、同一の
符号を付け、その繰り返しの説明は省略する場合がある。
【実施例１】
【００１３】
　図１は、実施例１の複合蓄電システムを備えた電気自動車の構成を示したものである。
【００１４】
　図１に示すように、電気自動車１０は、パワー型電池１３と、容量型電池１４と、を含
む複合蓄電システムを備えている。複合蓄電システムは、電力変換装置であるインバータ
１２を介して、モータジェネレータ１１に接続されている。パワー型電池１３と容量型電
池１４とは、並列に接続されている。インバータ１２、パワー型電池１３及び容量型電池
１４は、ＥＣＵ１５（“ＥＣＵ”は“Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ
”の略）によって制御される。
【００１５】
　ここで、モータジェネレータ１１は、交流機、例えば、誘導機や同期機である。パワー
型電池１３及び容量型電池１４からは、インバータ１２に直流電力が出力される。
【００１６】
　インバータ１２は、パワー型電池１３及び容量型電池１４から供給される直流電力を三
相交流電力に変換する。インバータ１２が出力する三相交流電力によって、モータジェネ
レータ１１が電動機として回転駆動される。これにより、電気自動車１０が走行する。
【００１７】
　容量型電池１４だけではモータジェネレータ１１への供給電力が不足する場合、例えば
電気自動車１０の加速時などにおいては、パワー型電池１３からも、インバータ１２を介
してモータジェネレータ１１に電力が供給される。
【００１８】
　電気自動車１０の減速時あるいは制動時などにおいて、すなわちモータジェネレータ１
１の回生時において、モータジェネレータ１１で発電される交流電力は、インバータ１２
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を整流装置として動作させることにより直流電力に変換され、パワー型電池１３および容
量型電池１４に蓄電される。
【００１９】
　電気自動車１０の駐車時には、容量型電池１４およびパワー型電池１３は、図示しない
充電装置によって充電することができる。
【００２０】
　なお、図１のモータジェネレータ１１は、それぞれ別体のモータおよびジェネレータに
よって構成されてもよい。パワー型電池１３は、容量型電池１４よりも、出力密度に優れ
るが、容量（Ａｈ）は小さい。このようなパワー型電池１３としては、例えば、リチウム
イオン電池やニッケル水素電池などが適用される。また、パワー型電池１３に代えて、こ
れと同様の高出力特性を有するリチウムイオンキャパシタや電気二重層キャパシタなどの
蓄電装置（言わば、パワー型蓄電装置）を用いてもよい。なお、以下においては、これら
の電池およびキャパシタを含めて、「パワー型電池」と総称する。なお、本明細書におい
ては、「パワー型電池」は「第一の蓄電池」ともいうことにする。
【００２１】
　容量型電池１４は、パワー型電池１３よりも出力密度は劣るものの、エネルギー密度に
優れ、容量（Ａｈ）が大きい。このような容量型電池１４としては、リチウムイオン電池
、リチウムイオン半固体電池、リチウム固体電池、鉛電池、ニッケル亜鉛電池などが適用
される。なお、パワー型電池１３として用いるリチウムイオン電池と、容量型電池１４と
して用いるリチウムイオン電池とは、電極材料などの構成が異なる。なお、本明細書にお
いては、「容量型電池」は「第二の蓄電池」ともいうことにする。
【００２２】
　上記のように、本実施例によれば、パワー型電池１３および容量型電池１４を併用して
、使用する電池全体として、電池容量を確保しながらも電池出力を高めたり、電池出力を
確保しながらも電池容量を高めたりすることができる。
【００２３】
　図２は、容量型電池とパワー型電池の電圧曲線（ＳＯＣ－ＯＣＶ曲線）を示すグラフで
ある。横軸にＳＯＣ、縦軸に電圧をとっている。
【００２４】
　実線の黒線が容量型電池のＳＯＣ－ＯＣＶ曲線、一点鎖線がパワー型電池のＳＯＣ－Ｏ
ＣＶ曲線を示している。点線は、下記式（１）で算出される容量型電池の電圧ＣＣＶｍａ

ｘを示したものである。破線は、下記式（２）で算出される容量型電池の電圧ＣＣＶｍｉ

ｎを示したものである。ここで、ＯＣＶは、開回路電圧の略称である。
【００２５】
【数１】

【００２６】
【数２】

【００２７】
　ここで、ＣＣＶｍａｘは、各ＳＯＣでの容量型電池が到達しうる電圧の最大値を、ＣＣ
Ｖｍｉｎは、当該電圧の最小値を表現している。言い換えると、ＣＣＶｍａｘは、第二の
蓄電池が到達しうる電圧の最大値であり、（第二の蓄電池の開回路電圧）＋（第二の蓄電
池への最大電流）×（第二の蓄電池の内部抵抗）を計算して得られる値である。一方、Ｃ
ＣＶｍｉｎは、第二の蓄電池が到達しうる電圧の最小値であり、（第二の蓄電池の開回路
電圧）－（第二の蓄電池への最大電流）×（第二の蓄電池の内部抵抗）を計算して得られ
る値である。
【００２８】
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　また、ＯＣＶＣａｐは、容量型電池のＯＣＶである。Ｉｃｈｇ＿ｍａｘは、電気自動車
に流れる充電側の最大電流値、Ｒｃｈｇ＿Ｃａｐは充電側の電池内部抵抗値である。Ｉｄ

ｉｓ＿ｍａｘは電気自動車に流れる放電側の最大電流値、Ｒｄｉｓ＿Ｃａｐは放電側の電
池内部抵抗値である。最大電流値は、放電側であれば電気自動車が最大トルクを出力する
アクセル全開の時の値に相当し、充電側であれば電気自動車が最大で回生している時の値
に相当する。
【００２９】
　Ｒｃｈｇ＿Ｃａｐ及びＲｄｉｓ＿Ｃａｐは、一定の値ではなく、ＳＯＣに依存して変化
する値を使用してもよい。温度によっても内部抵抗は変化するので、例えば販売する地方
の年間の最低気温における値を用いてもよいし、運転時の平均気温における値を用いても
よい。
【００３０】
　上記のＣＣＶｍｉｎとＣＣＶｍａｘとパワー型電池のＯＣＶの関係は、容量型電池の使
用ＳＯＣ範囲において、下記式（３）及び（４）が成り立つ構成としている。
【００３１】
【数３】

【００３２】
【数４】

【００３３】
　ここで、ＯＣＶＰｏｗ（ｘ％）は、ＳＯＣがｘ％の状態におけるパワー型電池のＯＣＶ
の値を示している。本実施例においては、ＳＯＣが０％～１００％の範囲でパワー型電池
を安全に使用できるため、０％及び１００％を基準としている。パワー型電池を安全に使
用できる範囲が他の値である場合は、その値を用いてもよい。
【００３４】
　上記式（３）及び（４）の関係を保つことにより、容量型電池の使用ＳＯＣ範囲内では
、パワー型電池のＳＯＣが０％もしくは１００％を超過することを防ぐことができる。
【００３５】
　これに関して更に説明する。
【００３６】
　並列接続している電池間では、常に両者の電圧が一致するため、下記式（５）が成立し
ている。
【００３７】

【数５】

【００３８】
　ここで、ＯＣＶＣａｐは容量型電池のＯＣＶであり、ＯＣＶＰｏｗはパワー型電池のＯ
ＣＶである。ＩＣａｐは容量型電池に流れる電流値であり、ＩＰｏｗはパワー型電池に流
れる電流値である。ＲＣａｐは容量型電池の内部抵抗値であり、ＲＰｏｗはパワー型電池
の内部抵抗値である。
【００３９】
　並列接続時には、上記式（５）が成り立つように電流が分配される。
【００４０】
　図２に示すように、一般に、ＳＯＣとＯＣＶとは単調増加の関係があることが知られて
いる。すなわち、ＳＯＣが減少すると、ＯＣＶは減少する傾向にある。
【００４１】
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　容量の小さいパワー型電池は、充放電でＳＯＣが急激に変動するため、ＯＣＶＰｏｗは
大きく変化する。大電流で放電や充電に偏った場合には、ＩＰｏｗは０となる。このＩＰ

ｏｗ＝０の状態におけるＯＣＶＰｏｗ（ｘ％）のＳＯＣであるｘ％がパワー型電池の安全
ＳＯＣ範囲であれば、安全性を確保できる。これを示しているのが上記式（３）及び（４
）である。
【００４２】
　まず、安全性を確保できない例としては、容量型電池とパワー型電池のＳＯＣ－ＯＣＶ
曲線がパワー型電池のＳＯＣ－ＯＣＶ曲線で一致しており、上記式（３）及び（４）が満
たせない場合がある。
【００４３】
　図３は、その場合のＳＯＣの挙動を示したものである。
【００４４】
　本図においては、電気自動車が１０００秒走行し１０００秒休止する走行を繰り返した
際のＳＯＣの挙動を示している。１０００秒の走行中は、モータを駆動するために放電が
連続し、ＳＯＣが減少していく。特に、図中（１）で示すように、容量の小さいパワー型
電池は、容量型電池と比べて急激にＳＯＣが低下していく。
【００４５】
　そして、１０００秒の休止間では、図中（２）で示すようにＳＯＣ－ＯＣＶ曲線が一致
している両者は、同一のＳＯＣとなる。これは、上記式（５）のＩＣａｐとＩＰｏｗが共
に０となるためである。
【００４６】
　このような走行が連続していくと、次第に容量型電池のＳＯＣも低下していくため、休
止中にパワー型電池が収束するＳＯＣも低い値となる。すると、走行中にパワー型電池が
容量型電池よりも先にＳＯＣが０となってしまう（図中（３））。その結果、パワー型電
池が危険な状態となり、安全性を保つことができない。
【００４７】
　次に、上記式（３）及び（４）を満たすようにＳＯＣ－ＯＣＶ曲線の形状と容量型電池
の内部抵抗値を設計することにより安全性を確保した場合について説明する。
【００４８】
　図４は、その場合のＳＯＣの挙動を示したものである。
【００４９】
　図２で示すように、容量型電池は高ＳＯＣから低ＳＯＣまで、パワー型電池が約７０％
となる電圧をＯＣＶとして維持する。このため、図４の（４）で示すように、容量型電池
のＳＯＣが低下してきても常にパワー型電池のＳＯＣは高い値に収束させることが可能と
なる。また、放電が長時間続いた状態でもＣＣＶｍｉｎを電圧が下回ることはない。故に
、パワー型電池のＳＯＣは３０％程度を下回ることがない。
【００５０】
　このように、容量型電池とパワー型電池、及び容量型電池の内部抵抗値を設計すること
で、パワー型電池のＳＯＣを安全な範囲内で稼動することが可能である。これにより、本
来並列接続をする上で安全性を確保するために必要となる、リレーやＤＣ／ＤＣコンバー
タを回路内に設ける必要がないため、システムコストを削減することが可能である。
【００５１】
　次に、容量型電池とパワー型電池に適切な正負極材料に関して述べる。
【００５２】
　容量型電池としては、ＳＯＣ－ＯＣＶ曲線が平坦で傾きの小さい電池が好ましい。これ
は、図２及び上記式（１）～（４）の関係を成立させやすくするためである。
そのため、例えば、正極にリン酸鉄リチウムＬｉＦｅＰｏ４（ＬＦＰ）や硫黄を用いた電
池が挙げられる。ＬＦＰは、ほぼ全てのＳＯＣ範囲においてリチウムとの酸化還元電位が
同じ３．４Ｖ（ｖｓ　Ｌｉ＋／Ｌｉ）であるという特徴を有している。硫黄も広いＳＯＣ
範囲においてリチウムとの酸化還元電位が２．０Ｖ（ｖｓ　Ｌｉ＋／Ｌｉ）であるという
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特徴を有しており、且つリチウム硫黄電池は容量が現行のリチウムイオン電池よりも大き
いため、容量型電池として適切である。
【００５３】
　負極としては、黒鉛負極、Ｌｉ負極及びチタン酸リチウムが例として挙げられる。これ
らも、広いＳＯＣ範囲でＯＣＶが一定であるという特徴を有している。このような正負極
の中から、電池として傾きが小さくなるような負極と正極の組み合わせを選択することで
、容量型電池として適切となる。
【００５４】
　一方、パワー型電池としては、ＳＯＣ－ＯＣＶ曲線が容量型電池よりも大きいことが好
ましい。これも、図２と上記式（１）～（４）の関係を成立させやすくするためである。
そのため、例えば、正極に３元系のＬｉＮｉＭｎＣｏＯ２（ＮＭＣ）を用いた電池が挙げ
られる。ＮＭＣは、ＳＯＣに応じてリチウムとの酸化還元電位が３．５Ｖ～４．３Ｖ（ｖ
ｓ　Ｌｉ＋／Ｌｉ）程度まで変化するという特徴を有している。
【００５５】
　負極としては、ハードカーボンが例として挙げられる。これは、黒鉛と同様、炭素材料
ということに変わりはないが、非晶質であるため、ＳＯＣに応じてリチウムイオンとの酸
化還元反応電位が変化する。また、ハードカーボンは、出力特性が高いことが特徴である
ため、パワー型電池として適切である。このような正負極の中から、傾きが容量型電池よ
りも大きく、上記式（１）～（４）を満たすような負極と正極の組み合わせを選択するこ
とで、容量型電池として適切となる。
【００５６】
　まとめると、図２に示すとおり、第一の蓄電池の充電率５０％における開回路電圧の傾
きは、第二の蓄電池の当該傾きよりも大きいことが望ましい。
【実施例２】
【００５７】
　図５は、実施例２の複合電池の構成を示したものである。
【００５８】
　実施例１では、パワー型電池と容量型電池は別々の物とし、電気自動車内の別々の位置
に積載するように記載したが、一つの筐体内に納め、一つの電池として扱ってもよい。
【００５９】
　図５において、パワー型電池１００と容量型電池１０１は別々の電池であるが、一つの
筐体に納められ、一つの複合電池１０２として扱うことができる。パワー型電池１００と
容量型電池１０１は並列に接続されている。
【００６０】
　このパワー型電池１００と容量型電池１０１のＳＯＣ－ＯＣＶ曲線の関係と容量型電池
１０１の内部抵抗値を、図２及び上記式（１）～（４）を満たすようにすることで、筐体
内にリレー等の安全性の設計を設ける必要性をなくすことができる。また、複合電池１０
２の電圧等の電池情報を監視するだけで、パワー型電池１００と容量型電池１０１のＳＯ
Ｃが危険範囲まで到達することを抑制できる。
【００６１】
　よって、複合電池１０２を一つの電池として扱うことが可能となる。この複合電池１０
２を交換することで、通常と同様の電池交換も可能である。
【実施例３】
【００６２】
　図６は、実施例３の複合蓄電システムを備えた電気自動車を示す模式構成図である。
【００６３】
　図６に示すように、電気自動車２００は、実施例１と同様に、パワー型電池２０１と容
量型電池２０２と、を含む複合蓄電システムを備えている。実施例１と異なる点は、パワ
ー型電池２０１の入出力口にリレー２０３を設けていることである。
【００６４】
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　実施例１の上記式（１）～（４）の関係が、容量型電池２０２の使用ＳＯＣ範囲内の一
部区間でしか成立していないため、このリレー２０３によって安全性を確立している。こ
のリレー２０３の開閉は、容量型電池２０２のＳＯＣを元に、ＥＣＵ２０４によって行う
。このリレー２０３の開閉動作は、ＥＣＵ２０４とは別で電池制御コントローラがある場
合には、その電池制御コントローラで行ってもよい。
【００６５】
　つぎに、パワー型電池２０１及び容量型電池２０２のＳＯＣ－ＯＣＶ特性、並びに容量
型電池２０２の内部抵抗値の値から、上記式（１）及び（２）で算出するＣＣＶｍａｘと
ＣＣＶｍｉｎについて説明する。
【００６６】
　図７は、図６の容量型電池２０２及びパワー型電池２０１の電圧曲線を示すグラフであ
る。横軸にＳＯＣ、縦軸に電圧をとっている。
【００６７】
　図７に示すように、図１の容量型電池１４と異なり、図６の容量型電池２０２は、ＳＯ
Ｃに対してＯＣＶの傾きが大きい区間を有する。
【００６８】
　そのため、パワー型電池の０％から１００％までのＯＣＶ範囲３００の範囲外にＣＣＶ

ｍａｘとＣＣＶｍｉｎが存在する。
【００６９】
　このＣＣＶｍａｘがＯＣＶＰｏｗ（１００％）よりも大きくなる区間は、ＳＯＣ範囲３
０１では、パワー型電池が過充電となる危険性がある。
【００７０】
　一方、走行が行われ、上記式（３）及び（４）を満たすＳＯＣ範囲３０２まで容量型電
池のＳＯＣが減少すると、実施例１で述べたように、本質的にパワー型電池が安全なＳＯ
Ｃ範囲で駆動可能となるため、危険性はない。
【００７１】
　また、ＣＣＶｍｉｎがＯＣＶＰｏｗ（０％）よりも小さくなるＳＯＣ範囲３０３では、
パワー型電池は過放電となる危険がある。
【００７２】
　故に、図６のリレー２０３を適切なタイミングで開閉することにより、パワー型電池の
ＳＯＣの逸脱を抑制する必要がある。
【００７３】
　図８は、本実施例におけるパワー型電池のＳＯＣの逸脱を抑制する制御方法を示すフロ
ーチャートである。
【００７４】
　本図において、制御フローは、ステップＳ１００より開始する。ステップＳ１００は、
キーオンに対応し、ＥＣＵ２０４はパワー型電池と容量型電池の電池情報を受け取る。こ
こで、キーオン（キーＯＮ）とは、電気自動車のエンジンキーを挿入した状態若しくはエ
ンジンキーによりエンジンを始動した状態、又は、エンジンキーが不要な車種の場合はエ
ンジンを始動した状態をいう。また、キーオフ（キーＯＦＦ）とは、電気自動車のエンジ
ンキーを抜いた状態若しくはエンジンキーによりエンジンを停止した状態、又は、エンジ
ンキーが不要な車種の場合はエンジンを停止した状態をいう。
【００７５】
　ステップＳ１０１においては、容量型電池のＳＯＣを判別する。容量型電池のＳＯＣが
図７のＳＯＣ範囲３０２内である場合は、ステップＳ１０２に進む。これに対して、ＳＯ
Ｃ範囲３０２内でない場合は、ステップＳ１０３に進む。
【００７６】
　ステップＳ１０２においては、ＥＣＵ２０４からリレー２０３にリレー閉の信号を送り
、リレー２０３を閉とする。リレー閉とした後は、ステップＳ１０４に進む。
【００７７】
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　一方、ステップＳ１０３においては、リレー２０３を開として、ステップＳ１０４に進
む。
【００７８】
　ステップＳ１０４においては、リレーが開、もしくは閉の状態のまま電気自動車が走行
する。リレーが閉の場合には、パワー型電池と容量型電池の両方から電力を供給する。一
方、リレーが開の場合には、容量型電池からのみ電力を供給する。１演算周期が経過した
ら、ステップＳ１０５に進む。
【００７９】
　ステップＳ１０５においては、キーＯＦＦを判別する。キーＯＦＦの場合はステップＳ
１０６へ進み、キーＯＦＦでない場合はステップＳ１０１に戻り、キーＯＦＦとなるまで
ステップＳ１０１～Ｓ１０５を繰り返し演算する。
【００８０】
　ステップＳ１０６においては、リレー２０３を開とする。これは、休止中に容量型電池
からＥＣＵ等の機器へ暗電流が流れＳＯＣが低下し、容量型電池のＳＯＣがＳＯＣ範囲３
０３に到達しても、安全性を保つための制御である。
【００８１】
　ステップＳ１０６においてリレー２０３を開とした後、制御を終了する（ステップＳ１
０７）。
【００８２】
　このように、パワー型電池を容量型電池に接続しても安全か否かを判定し、リレーにて
制御することで、安全にパワー型電池を使用することができる。
【００８３】
　まとめると、本実施例の複合蓄電システムにおいては、第一の蓄電池への電気的な接続
及び切断のための開閉が可能なリレーを有し、第二の蓄電池に印加される電圧が、第一の
蓄電池の充電率０％から１００％までの開回路電圧の範囲に収まるように、リレーの開閉
をする機能を有する。
【００８４】
　また、リレーを開とする判定基準は、図７に示すように、（第二の蓄電池の開回路電圧
）＋（第二の蓄電池への最大電流）×（第二の蓄電池の内部抵抗）の値が第一の蓄電池の
充電率１００％の開回路電圧を上回った場合と、（第二の蓄電池の開回路電圧）－（第二
の蓄電池への最大電流）×（第二の蓄電池の内部抵抗）の値が第一の蓄電池の充電率０％
の開回路電圧を下回った場合と、であることが望ましい。
【実施例４】
【００８５】
　実施例３では、内部抵抗値は変化しないと仮定した場合である。このため、ＣＣＶｍｉ

ｎとＣＣＶｍａｘは変化しないものとして説明している。しかし、実際の電池では、劣化
によって内部抵抗値が上昇し、ＣＣＶｍｉｎとＣＣＶｍａｘが変化する。
【００８６】
　実施例４は、ＣＣＶｍｉｎ及びＣＣＶｍａｘの変化を考慮したものである。
【００８７】
　図９は、容量型電池及びパワー型電池の電圧曲線を示すグラフである。横軸にＳＯＣ、
縦軸に電圧をとっている。
【００８８】
　図９においては、内部抵抗値の上昇に伴い、図７のＣＣＶｍｉｎがＣＣＶｍｉｎ’に変
化し、図７のＣＣＶｍａｘがＣＣＶｍａｘ’ に変化している。
【００８９】
　図９に示す状態は、下記式（６）、（７）及び（８）に示すとおりである。
【００９０】
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【数６】

【００９１】
【数７】

【００９２】
【数８】

【００９３】
　Ｒは現在の電池の内部抵抗値、Ｒｉｎｉは初期の内部抵抗値である。劣化すると抵抗は
増加するので、上記式（８）により算出されるＳＯＨＲは、１より大きい値となる。これ
により、上記式（６）のＣＣＶｍａｘ’はＣＣＶｍａｘより大きい値となり、上記式（７
）のＣＣＶｍｉｎ’はＣＣＶｍｉｎより小さい値となる。
【００９４】
　これにより、ＣＣＶｍａｘ’＞ＯＣＶＰｏｗ（１００％）となるＳＯＣ範囲４００（図
９）は、図７のＳＯＣ範囲３０１より大きくなる。また、上記式（６）及び（７）を満た
すＳＯＣ範囲４０１（図９）は、図７のＳＯＣ範囲３０２より小さくなる。そして、ＣＣ
Ｖｍｉｎ’＜ＯＣＶＰｏｗ（０％）となるＳＯＣ範囲４０２（図９）は、図７のＳＯＣ範
囲３０３より大きくなる。
【００９５】
　安全性を確保する上では、この抵抗劣化の影響を加味したリレーの制御をすることが必
要となる。この制御フローは、図８のフローチャートと同様であるが、ステップＳ１０１
は、ＳＯＣがＳＯＣ範囲４０１内か否かを判定することになる。
【００９６】
　この内部抵抗の上昇率を加味したリレー制御をすることで、容量型電池が劣化しても安
全にパワー型電池を使用することが可能となる。
【符号の説明】
【００９７】
　１０、２００：電気自動車、１１：モータジェネレータ、１２：インバータ、１３、１
００、２０１：パワー型電池、１４、１０１、２０２：容量型電池、１５、２０４：ＥＣ
Ｕ、１０２：複合電池、２０３：リレー。
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【図８】 【図９】
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